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平成26年度

平成26年度
　3月中旬に、それぞれの地区を担当する収集業者が各戸に配布します。
なお、外国語（英語・中国語・韓国語・ポルトガル語）版、点字版、　
朗読テープもあります。ご希望の方は、お問い合わせください。

　次のいずれかに該当する世帯には、申請により指定収集袋を交付します。

対　象
　○生活保護受給世帯
　○児童扶養手当および特別児童扶養手当受給世帯
　○身体障害者手帳の障がいの程度が1級または2級である方を含む、
　　世帯構成員全員（同居者すべて）の町民税が非課税である世帯
　○精神障害者保健福祉手帳の障がいの程度が1級である方を含む、
　　世帯構成員全員（同居者すべて）の町民税が非課税である世帯
　○愛の手帳（療育手帳）の障がいの程度が1度または2度である方を含む、

世帯構成員全員（同居者すべて）の町民税が非課税である世帯
年間交付枚数
　◆燃やせるごみ用 110枚 ◆燃やせないごみ用 30枚
　※枚数は、申請月により異なります。
交付する袋の大きさ
　４人世帯までは中袋（２０㍑）　５人世帯以上は大袋（４０㍑）
日　時　3月20日㈭～平成27年3月13日㈮ 
           午前8時30分～午後5時
　　　　（土・日曜日、祝日は除きます）
場　所　環境課清掃係（みずほリサイクルプラザ２階）

持ち物　印鑑、指定収集袋を入れるためのマイバッグ、
下記の対象世帯であることが確認できるもの

※生活保護受給世帯…生活保護受給決定通知書を提示してくだ
さい（平成26年1月15日以降に受給を開始された方のみ）。

※児童扶養手当および特別児童扶養手当受給世帯…証書の写し
を提出してください（証書の写しを提出しないと交付できません）。

※身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳（療育
手帳）の交付を受けている方…手帳を提示してください。

問合せ　環境課　　557―7706

ごみ・資源物収集カレンダーを配布

指定収集袋（ごみ袋）の交付について

ごみ・資源物収集カレンダーの配布と指定収集袋の交付

日時　3月20日㈭～31日㈪　午前9時～午後4時30分
　　　※土・日曜日・祝日は除きます。
場所　役場庁舎１階　住民課前
※上記の日時以外は全てみずほリサイクルプラザでの
受付および交付になりますのでご注意ください。

役場庁舎に臨時窓口を開設します
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　昨年12月から今年１月に、計画の愛称とロゴマークを募集しました。町内外から、愛称 372 点、ロゴ
マーク 97点もの作品を応募いただき、ありがとうございました。
　住民の皆さまに、計画により一層ご理解をいただき、愛着を持っていただけるよう、お気に入りの作
品を選んでください。ぜひ、投票をお願いします。

投票方法　投票は、次のいずれかの方法で、１人１回です。
（１）用紙による投票
　次の施設に設置している所定の投票用紙を投票箱に投函す
るか、郵送またはファクスにより提出してください。
【投票箱を設置する施設　14施設】
　役場本庁舎・仮庁舎、町民会館、武蔵野・元狭山・長岡の各
コミュニティセンター、ふれあいセンター、保健センター、
高齢者福祉センター寿楽、シルバーワークプラザ、
スカイホール、中央体育館、耕心館、図書館
※投票用紙は町ホームページからもダウンロードできます。

投票資格　町内在住・在勤・在学の方、町内で活動している団体に属している方

　電子メールのタイトルを「水・緑と観光を繋ぐ回廊計画」とし、本
文に下記の事項を記入して、送信してください。
①投票する愛称の番号
②投票するロゴマークの番号
③町内在住・在勤・在学、その他

投票用紙提出先
〒190－1292　東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
瑞穂町 企画部 企画課 企画係
　557－7468（直通）
　556－3401
電子メール kikaku@town.mizuho.tokyo.jp

投票締切　3月17日㈪

投票後の選考と活用
　愛称、ロゴマークごとに投票数を集計し、その結果をもと
に、「水・緑と観光を繋ぐ回廊計画推進協議会」で最終選考を
行います。愛称とロゴマークは、今後、広報物や町内に設置
する案内看板等に使用していきます。

　「狭山池上流部」「さやま花多来里の郷」や、新たに建設する「郷土資料館」と「狭山丘陵」などの自然環
境資源を結び付けることにより、回遊性を高め、観光の振興を図ることを目的として、「水・緑と観光を
繋ぐ回廊計画」を平成24年3月に策定しました。

２０２０年　まちに“魅力”いっぱい！

水・緑と観光を繋ぐ回廊計画　　お気に入りの愛称とロゴマークに投票しよう！

（２）電子メールによる投票

愛称
ロゴマーク（ホームページではカラーでご覧いただけます）

1 2 3 4 5

問合せ　企画課　　557―7468

1
2
3
4
5

か た く り さと

○町の特徴を表す要素が盛り込まれたもの
○町外の方にも瑞穂町を印象付けられるもの

○愛称は、10文字程度で端的に表現するもの
○ロゴマークは、単色での使用も考慮されたもの

候補作品は、応募作品の中から住民等で構成される「水・緑と観光を繋ぐ回廊計画推進協議会観光部会」で次の視点で選び出しました。

候補作品
みずほ・きらめき回廊
みずほ水と緑の夢回廊
ぐるっと瑞穂

みつけて・みんなの・みずほ
きらめく瑞穂　ぐるっと瑞穂
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歩行者は迂回してください。
車両は直進できず、左折のみの通行。
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税金の納め忘れはありませんか？

延滞金
　納期限が過ぎた税金に

ついては、税額・滞納期

間に応じて延滞金が発生

します。

財産調査
　金融機関、勤務先、生

命保険会社へ預金額・

給与等の調査を行いま

す。

公売
　押収した差押物品や

不動産等の差押物件を

売却し、その代金を税金

に充てます。

差押・捜索
　預貯金、給与、不動産等の
差押、自動車、オートバイな
どはタイヤロックによる差
押えをしています。また、差
押物件を発見するために自
宅等の捜索を行います。

　過年度および平成 25 年度の町・都民税、固定資産税・都
市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期
高齢者医療保険料はすでに納期限が過ぎています。まだ、納
付されていない方は至急お納めください。町では、何らかの

事情により納付が困難な方の納税相談を随時行っています
が、正しく納税されている方がいる一方、一部の滞納者に
より税の公平性の確保が危ぶまれています。公平性を保つ
ため、滞納者に対しては、下記のような対応をしています。

問合せ　税務課　　557―7529

電話予約サービスによる
各種証明書について

電話予約サービスは住民票の写し・印鑑登録証明書・税の証明
書の交付について電話で予約を受け付け、平日の夜間や休日に
交付するサービスです。

1. 役場の担当窓口（表 1をご覧ください）に電話してください。
2. 担当者から請求者や必要な書類の確認をします。
3. 受け取り日を指定してください。
※予約受付時間は平日の午前 9時から午後 5時までです。

予約の方法

受け取りの方法
1. 予約した受け取り日に下記の交付時間内に役
　場へお越しください。

2. 請求書に記入の上、本人確認させていただいた後、手数料と
　引き換えに交付します。
※釣り銭のないように小銭をご用意ください。

住民票の写し・印鑑登録証明書

町・都民税課税（非課税）証明書、所得証明書

住民課　住民係
　557―7548
税務課　住民税係
　557―7519

土地・家屋（評価・公課・課税台帳記載事項・所在）証明書
納税証明書（町・都民税、固定資産税・都市計画税、
軽自動車税、国民健康保険税）

税務課　資産税係
　557―7528
税務課　納税係
　557―7529

♦表 1　証明書の種類と担当窓口（問合せ先）　手数料は 1通 200 円です。

交付場所　瑞穂町役場 1階　宿直室
　　　　　（入口は庁舎裏（北）側です）
必要なもの　運転免許証・パスポートなど本人を
　　　　　　証明できるもの
※印鑑登録証明書は印鑑登録証が必要です。

平日 午後5時15分～午後9時30分

土・日曜日、祝日
その他の閉庁日 午前8時30分～午後9時30分

窓口時間延長サービス（住民課・税務課）の一部窓口
毎週木曜日の窓口受付時間を午後８時まで延長していますのでご利用ください。

【実施していない業務】
  住民異動届（転入、転出、世帯変更等）、戸籍届出書受理事務、仮ナンバー貸出事務

問合せ 住民課　　557－7548
税務課　　557－7519
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一般

現役並み
所得者

1割
負担

2割負担

1割負担

3割負担

現役並み
所得者
以外

７０歳の誕生日
の翌月から

平成 26 年
3月 31 日まで

昭和１９年
４月１日以前
生まれの方

昭和１９年
４月２日以降
生まれの方

平成 26年 4月１日から
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午前10時～10時30分
午前10時50分～11時50分
午後1時20分～2時20分
午前10時～10時40分
午前11時～11時50分
午後1時20分～2時20分

長岡会館前（二小北）
二本木公園
狭山谷公園
殿ケ谷会館
むさしの公園
松原中央公園

4月3日㈭

4月4日㈮

場　所日　時

費　用　3,550円（予防注射3,000円、注射済票550円）
※新規登録の場合は、別に登録手数料3,000円が必要です。
持ち物　郵送されたはがき、手数料（釣り銭の無いようお願いし

ます）

日程表
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問合せ　長岡コミュニティセンター　　568―0030

長岡コミセンまつり長岡コミセンまつり長岡コミュニティセンター
【第1回】

　長岡コミュニティセンターで初めてのコミセンまつりを行
います。長岡地区近隣の皆さまによる、楽しい催し物や、長
岡地区６町内会による模擬店の出店などが行われます。皆さ
まお誘い合わせの上、ぜひご来場ください。

＜お願い＞
　お車でのご来場はできるだけご遠慮ください。

日　時　3月9日㈰ 
　　　　午前9時45分～午後3時30分
場　所　長岡コミュニティセンター
開会式　午前9時45分から （ホール）

 二中（吹奏楽演奏）
 チャイルドサポート竹とんぼ（紙飛行機他工作）
 二小（ロープジャンプ実演）
 フラワープラム（リハビリ健康体操）
 笑夢スポーツクラブ（ミニテニス）

○ホール  トレーニング体験コーナー（無料）
○トレーニングルーム

 春日憩いの会（ゲーム）
 長岡ダンディークラブ（パターゴルフ）

○長岡公園

 長岡囃子連（お囃子）
 長岡婦人部（麦茶サービス）
 消防団第一分団（消防車展示等）
 長岡地区町内会連合会（模擬店）
 長岡地区ソフトボール連合会（模擬店）
 みどり子ども会（模擬店）
 長岡第一寿会、長岡第二寿会、長岡愛好会、 
 長岡婦人部、葉月会（みずほ音頭　他）　

○駐車場

 けんちの苑みずほ（ハンドベルコンサート他）
○学習室

 将棋コーナー（自由参加）
○和室１・２

 瑞穂町図書館（図書の無料配布等）
 ばらの会（小物入れ作り体験教室）

○図書室

 文化財保護審議会（長岡地区石造文化財写真・スライド）
 長岡駐在、交通安全推進協議会（交通安全の話し・ＤＶＤ上映）

○防音室
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